
第１回中野市美術館
運営準備委員会

期日：令和８年５月20日（水）午前10時

場所：中野市役所 会議室41・42
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１ 美術館とは
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美術館とは

〇法律上の定義

博物館法では、「博物館」を歴史や芸術、自然科学などに関する資料を収集し、保管し、展示して、
みんなの学びや楽しみに役立てる場所だと幅広く定義されており、法律上では美術館は博物館という
大きな枠組みの中に含まれる、芸術分野を専門に扱う施設として位置づけられている。

「美術館」という独立したカテゴリーを設けているわけではない。

・美術館とは、「博物館法」という法律で定義されている。
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〇美術館とは
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２ 博物館法制度上の博物館の区分と現状
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博物館法制度上の博物館の区分と現状

〇登録博物館

博物館（美術館）の区分

〇博物館相当施設

〇博物館類似施設

登録博物館 博物館相当施設 博物館類似施設

定義 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収
集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利
用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に
資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料
に関する調査研究をすることを目的とする機関で、博物
館登録簿に登録されたもの

博物館の事業に類する事業を行う施設
で、博物館に相当する施設として指定
されたもの

博物館と同種の事業を行
う施設（登録又は指定を
受けていないもの）（根
拠規定はないが、社会教
育調査上、上記のように
規定）

設置主体
地方公共団体、公益社団・財団法人等、宗教法
人、日本赤十字社、日本放送協会

制限なし 制限なし

登録又は
指定主体

都道府県教育委員会が登録 都道府県教育委員会が指定 なし

職員 館長、学芸員必置 学芸員に相当する職員必置 制限なし

年間開館
日数

150日以上 100日以上 制限なし

資料 博物館資料があること 博物館資料を整備していること 制限なし

施設等 建物延面積165㎡以上 建物延面積132㎡以上 制限なし

※詳細は別紙【資料１】 7



３ （仮称）中野市美術館とは
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（仮称）中野市美術館とは

〇博物館類似施設として、

次のように建設予定です。
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４ 中野市美術館運営準備委員会
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中野市美術館運営準備委員会について

〇中野市美術館運営準備委員会では、（仮称）中野市美術
館の運営を中心に検討します。なお、この準備委員会でだ
された意見は、今後当該美術館における条例等設置に向け
た検討材料としていきます。また、当該美術館の完成後は、
美術館の運営等に関する意見等を反映させていく新たな機
関の設置を検討しています。
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スケジュールについて

開催回数（日程等） 検討項目等（予定） 備考

第１回（5/20） 美術館・当該運営準備委員会について、名称等

第２回（6/11） 開館時間及び休館日等

第３回（6/26） 展示物、入館料等

第４回（7/14） その他スペースの活用方法等

第５回（8/20） まとめ等

〇運営等に関する令和９年度予算を算定するため、上半期を
目途に検討事項を決定したい。
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５ 名称
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名称について

〇現在、「（仮称）中野市美術館」として表記しているが、
建設後はどのような名称がよいか検討していく。

・近隣の美術館の名称を参考？愛称も必要か？【資料２】

・公募？その時期は？建設後に実際に観てからのイメージも
必要か？

・その他
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６ 開館時間及び休館日
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開館時間及び休館日について

項目 内容 備考

開館時間 ・何時から何時まで（季節変動） 近隣類似施設は【資料２】参照

休館日
・曜日指定
・年末年始（12/29～1/3）

図書館との兼ね合い
※営業時間等
火曜日～金曜日
午前9時～午後8時（試行延長中）
土曜日・日曜日・祝日
午前9時～午後5時

•開館時間は図書館と同じにする？しない？

•近隣類似施設と違う曜日設定？

•その他
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７ 展示物
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展示物について

•展示内容について検討していくが、ある程度のコンセ
プト（制約等含む）、設置可能場所（絵画、立体・彫
刻等）の詳細図等が必要と考えられる。

•展示作品種類に応じ、学芸員の配置が必要になる場合
がある。

今後の会議までに事務局で資料を精査する。
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８ 入館料
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入館料について

〇主に次の方法で検討することができます。

・受益者負担による料金算定

・近隣同類施設等との比較による料金算定

・その他
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受益者負担による料金算定

〇「中野市受益者負担の適正化に関する指針」による算定【資料３】

・受益者負担の設定にあたり、現在の行政サービスの受益の
範囲や行政コストを把握し、その適正な負担額を決める必要
があり、受益と負担の公平性を確保し、市民や利用者から理
解と納得が得られる合理的な料金設定とするための基本的な
ルールの取り決め。
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受益者負担による料金算定

項目 内容 適用数値等

行政コスト
（Ｐ５）

需用費、役務費、委託料、
備品購入費、修繕料、
人件費等

20,000千円

受益者負担割合
（Ｐ６）

・選択的サービス
・公共的サービス
・第２エリア

50%

年間利用者
（Ｐ７）

大人
小中学生

年間想定利用者：２万人
※大人７割、小中学生３割と想定（近隣
美術館聞き取りによる。）

入館料 ＝ 行政コスト ÷ 年間利用者数 × 受益者負担割合

５００円＝20,000,000円 ÷ 20,000人 × 50％

「中野市受益者負担の適正化に関する指針」から、

※１人当たりの単純計算
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受益者負担による料金算定

大人料金 大人行政コスト
小中学生以下
料 金

小中学生以下
行政コスト

行政コスト
（合計）

696 19,500,000 42 500,000

20,000,000

679 19,000,000 83 1,000,000

661 18,500,000 125 1,500,000

643 18,000,000 167 2,000,000

607 17,000,000 250 3,000,000

571 16,000,000 333 4,000,000

536 15,000,000 417 5,000,000

500 14,000,000 500 6,000,000

〇年間利用者数の「大人」と「小中学生以下」を考慮した、料金を次の条件により算定すると、

・年間利用者 大人：14,000人 小中学生以下：6,000人（合計：20,000人）
・行政コスト 20,000,000円
・受益者負担割合 50％
・積算は小中学生以下行政コストを基準として算定

（単位：円）
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９ その他スペースの活用について
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その他スペースの活用について

〇スペースの活用について

・ワークショップ

・ミニコンサート

・読み聞かせ

・その他

・今後の会議にて詳細資料を提供します。
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